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八潮市まちづくり白書｜1 

 

 

（まちづくりの基本理念） 

○ 八潮市のまちづくりは、以下の 3 つを基本理念としている。 

①協働のまちづくり 

・市のまちづくりは、市民等、開発事業者及び市の相互の信頼、理解及び協力のも

とに協働によって行われなければならない。 

②土地基本法、環境基本法の理念を踏まえたまちづくり 

・市のまちづくりは、公共の福祉を優先させるものとする土地基本法の理念及び環

境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を旨とする環境基本法の理念

を踏まえ、総合的かつ計画的に行われなければならない。 

③自然と都市的景観が調和した美しいまちづくり 

・市のまちづくりは、八潮に残る貴重な自然環境を保全し、及び活用するととも

に、品格を感じられる自然と都市的景観が調和した美しい景観形成に努め、将来

にわたり受け継がれていく市民共有の財産をつくることを基本に行われなければ

ならない。 

 

（責務等） 

○ 市民等、開発事業者、市それぞれの責務を定めることで、協働によるまちづくりを

推進する。 

 

  

第 1 章 総則（第 3条・第 4条） 



 

八潮市まちづくり白書｜2 

 

○ これまで策定した計画や今後策定する計画について、それらを共有し、まちづくり

の将来像を実現するために、まちづくりの基本となる「まちづくり基本計画」として

定める。 

 

  

第 2 章 まちづくり基本計画（第 5条） 



 

八潮市まちづくり白書｜3 

 

（まちづくり推進会議の設置及び組織） 

○ 市のまちづくりの推進について審議する「八潮市まちづくり・景観推進会議（まち

づくり推進会議）」を設ける。 

まちづくり推進会議は、専門の事項を処理させるため、部会を置くことができる。 

 

○ 委員の構成（15 人以内） 

①公募により選出された市民等 ４人  

②まちづくりに関する識見を有する者 ７人 

③関係団体が推薦する者 ４人 

 

○ まちづくり推進会議の審議事項 

①市のまちづくりに関する基本的事項及び重要事項 

②まちづくり基本計画に関する事項 

③各協議会及び各地区の指定等に関する事項 

④都市計画に関する事項 

⑤景観に関する事項 

⑥公共施設等のデザイン協議に関する事項 

⑦緑の基本計画に関する事項 

⑧開発事業に関する事項 

⑨大規模土地取引行為に関する事項 

⑩大規模開発事業の土地利用構想に関する事項 

⑪田園自然環境保全地域の指定に関する事項 

⑫是正命令に関する事項 

⑬八潮市屋外広告物条例第 11 条に規定する許可の基準等に関する事項 

⑭その他市長が市のまちづくりの推進を図るために必要があると認める事項 

 

  

第 3 章 まちづくり推進会議（第 6条～第 8条） 



 

八潮市まちづくり白書｜4 

第１節 まちづくりの計画の推進 

（まちづくりの計画、活動等） 

○ 市の特性を生かし、市民等と市との協働によるまちづくりや市民全体のまちづくり

を進めるため、「協働のまちづくり」「自主まちづくり活動」を制度として位置づけ

る。 

 

  

第 4 章 参加と協働のまちづくり（第 9条～第 38条） 
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第２節 八潮駅周辺のまちづくりの推進 

（駅協議会） 

○ 市は、八潮駅の周辺において市民等との協働によるまちづくりを進めるため、八潮

駅周辺地区を指定することができる。 

○ 八潮駅周辺地区を指定したときは、規則で定める者により構成する八潮駅周辺地区

まちづくり推進協議会（駅協議会）を設置する。 

 

（駅周辺まちづくり計画の策定等） 

○ 駅協議会は、八潮駅周辺の総合的なまちづくりを進めるため、駅周辺まちづくり計

画を策定する。 

 

（駅周辺まちづくり活動） 

○ 市及び駅協議会は、八潮駅周辺地区において人々が集い憩う活気とにぎわいのある

まちづくりを進めるため、次に掲げる活動を推進する。 

①魅力的でにぎわいある景観まちづくりに関すること 

②公共施設の整備又は管理に関すること 

③一定規模以上の開発事業に関する協議及び調整に関すること 

④その他市長又は駅協議会が必要と認めるまちづくりに関すること 

 

  

駅協議会における地区の指定、協議会の設置及び駅周辺まちづくり計画の策定等はし

ていません。 
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第３節 産業環境と住環境が共生するまちづくりの推進 

（共生地区の指定等） 

○ 市は、産業環境と住環境が共生するまちづくりを進めるため、次のいずれかに該当

する地区において、産業・住環境なかよし共生地区を指定することができる。 

①産業地及び住宅地が混在している地区 

②産業系土地利用が相当規模で行われている場所及びその周辺地区 

③上記に類する地区で、市民等から指定の申出があったもの 

④その他市長が必要と認める地区 

 

（産業・住環境協議会） 

○ 共生地区を指定したときは、住民等その他規則で定める者により構成する産業・住

環境共生まちづくり協議会を設置する。 

 

（産業・住環境共生まちづくり計画の策定） 

○ 産業・住環境協議会は、産業・住環境共生まちづくり計画を策定する。 

 

（産業・住環境共生まちづくり活動） 

○ 市及び産業・住環境協議会は、産業環境と住環境が共生するまちづくりを進めるた

め、次に掲げる活動を推進する。 

①操業環境の改善に関すること 

②住みよい環境の整備に関すること 

③コミュニティの形成に関すること 

④その他市長又は産業・住環境協議会が必要と認めるまちづくりに関すること 

  

産業環境と住環境が共生するまちづくりの推進における共生地区の指定等、産業・住

環境協議会の設置、産業・住環境共生まちづくり計画の策定はしていません。 
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第４節 まちづくり推進地区 

（推進地区の指定等） 

○ 市は、まちづくり（市街地整備若しくは都市環境の改善又は景観の形成）を重点的

に推進する必要があると認める地区をまちづくり推進地区として指定することができ

る。 

①まちづくり基本計画において、重点的な整備が必要とされている地区 

②法に基づく都市計画事業の施行地区又は予定地区及びその周辺地区 

③公共施設又は保育所、小学校、中学校その他住民の福祉を高める施設の整備にあわ

せて総合的なまちづくりが必要な地区 

④大規模開発事業の予定地及びその周辺地区 

 

これまでに、推進地区を 2 ヶ所指定し、それぞれの地区でまちづくり計画を策定して

います。 

図表 1 まちづくり推進地区位置図 



 

八潮市まちづくり白書｜8 

 

 

  

八潮南部東まちづくり推進地区 

○ 経緯 

大規模開発事業（病院建設）の計画により、建設計画に伴う建設予定地の周辺環

境への影響、土地区画整理事業等の基盤整備への影響、周辺地区のまちづくりへの

影響などが課題として考えられた。 

そこで、大規模開発事業の建設予定地を含む約 6ha について、平成 24 年２月 17

日に当該地区を「八潮南部東まちづくり推進地区」に指定し、平成 25 年 9 月 2 日に

まちづくり計画の決定をした。 

 

○ まちづくりの目標 

『多様な世代が集い暮らせる うるおいあるまち』 

 

○ まちづくりの方針 

①にぎわい・活力と快適な住環境のまちづくり 

②地域の特性を活かした調和あるうるおい豊かなまちづくり 

③誰もが快適に暮らし、集える安全・安心のまちづくり 

④地域主体、住民主体のまちづくり 

 

 

ゾーニング図 
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北部拠点まちづくり推進地区 

○ 経緯 

この地域は、市街化調整区域であるものの、交通アクセスに優れているため、資材

置場や残土置場等の土地利用が目立ち始めたことから、住宅や小中学校等の周辺環

境に影響が生じていた。そのため、平成 25 年 12 月 27 日に八條地区内の約 44ha を

「北部拠点まちづくり推進地区」に指定し、平成 28 年 7 月 29 日にまちづくり計画

の決定をした。 

 

○ まちづくりの目標 

『生活環境や教育環境などに配慮した緑豊かな産業拠点づくり』 

 

○ まちづくりの方針 

①交通利便性を活かした新たな産業拠点づくり 

②周辺環境に配慮した緑豊かで秩序ある産業拠点づくり 

③快適で安全、安心な環境づくり 

④良好なまちづくりに向けた地元体制づくり 

 

 

 

  

まちづくり方針図 

※ＰＡの整備予定区域については、当該計画の策定時点から一部変更されており、図中の区域

は最新のものではありません 
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第５節 自主まちづくり活動  

○ 市民等が自主的にまちづくりに取り組む仕組みとして、以下の 4 つの活動を定めて

いる。 

①地域まちづくり活動 

町会・自治会の範囲又は 3,000 ㎡以上の地区を対象としたまちづくり計画及び活動 

②ご近所まちづくり活動 

連続する３軒以上の建築物等の所有者又は使用者が行う、身近な景観や環境の改

善、緑化及び美化の向上に資するまちづくり活動 

③施設管理型まちづくり活動 

身近な公共施設の管理及び市長が別に定める運営の計画に基づくまちづくり活動 

④テーマ型まちづくり活動 

景観、防災その他特定のテーマを対象にしたまちづくり計画及び活動 

 

 

  

施設管理型まちづくり活動として、令和４年度は 26 団体が 37 件の公園等において

維持管理等の活動を行いました。 
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図表 4 自主まちづくり活動 登録一覧 

活動名  
登録 

年度 
団体名 活動目的 

まちづくり 

計画 

地域まち

づくり 

活動 

- 

テーマ型

まちづく

り活動 

令和２

年度 
八潮市ちゃんねる 

SNS を活用した安心・安全のま

ちづくり 
- 

 

平 成 

3 0 年

度 

団体数：26 件 

公園等数：41 件 
市民参加による公園等の維持管

理を、市が町会・自治会・協力

団体等の団体に委託することに

よって行うものである。 

市は公園等維持管理を行う団体

に対し、維持管理に係る経費を

支払う。 

維持管理についての活動内容と

して、月 2 回程度の紙屑・空き

缶・空き瓶等の収集及び除草を

行うものである。 

- 

 

令 和 

元 年

度 

団体数：26 件 

公園等数：44 件 

施設管理

型まちづ

くり活動 

令 和 

2 年度 

団体数：26 件 

公園等数：38 件 

 
令 和 

3 年度 

団体数：26 件 

公園等数：37 件 

 
令 和 

4 年度 

団体数：26 件 

公園等数：37 件 

ご近所 

まちづく

り活動 

- 
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テーマ型まちづくり活動内容 

八潮市ちゃんねる 

○ 八潮市の地域ポータル情報サイト 

○ 防犯情報の公開（予定事業） 

○ 市補助金制度等の PR（予定事業） 

○ 市内イベントへ参加し、活動内容の PR 等（予定事業） 

 

施設管理型まちづくり活動内容 

町会・自治会等団体による公園整備 

○ 公園等内の美化清掃（紙くず・空き缶・空き瓶等の収集・落ち葉清掃等） 

○ 公園内の除草（可能な限り） 

○ 公園施設が破損した場合等の連絡 

○ 維持管理報告書の作成（年度末に市に提出） 

※公園の維持管理をすべて町会・自治会等団体に委託するのではなく、専門の造園業

者やシルバー人材センターによる公園の年間管理も従来どおり実施している。 
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第６節 都市計画の案の作成手続等 

（都市計画の案の作成手続等） 

○ 都市計画法第 17 条の 2 の規定に基づく都市計画の案の作成手続及び決定又は変更

の手続並びに都市計画法第 18 条第 1 項の規定により埼玉県が決定又は変更をする都

市計画に関して市が意見を述べる方法について必要な事項を定める。 

 

（都市計画の案の作成手続等） 

〇 都市計画原案の作成段階、及び都市計画案の作成段階において、市民参加の充実を

図るため、市民参加による検討組織の設置、懇談会の開催、都市計画の原案に関する

意見書の提出、公聴会の開催などの措置を設けている。 

 

  

市決定 10 件、県決定 3 件の都市計画決定・変更が行われています。 

図表 5 都市計画の案の作成手続等フロー 
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第７節 地区計画等の案の作成手続等 

（地区計画等の案の作成手続） 

○ 地区計画等の原案を作成しようとす

るときは、土地所有者等の参加による

検討組織の設置、懇談会の開催その他

必要な措置を講ずる。 

 

（地区計画等の申出等） 

○ 住民又は利害関係人は、１人又は数

人で共同して、次に掲げる要件を満た

す地区計画等に関する都市計画の決定

若しくは変更又は地区計画等の原案に

ついて、市長に申し出ることができ

る。 

①地区計画等の決定等の申出の対象と

なる土地の区域が、道路その他の地

形、地物等で区切られ、かつ、その

面積が 3,000 ㎡以上であること。 

②地区計画等の決定等の申出の対象と 

なる土地の区域内の土地の所有権又 

は建物の所有を目的とする対抗要件 

を備えた地上権若しくは賃借権を有 

する者の２分の１以上の同意を得て 

いること。 

③その他規則で定める要件を満たして   

いること。 

 

（申出に対する措置） 

○ 申出があったときは、まちづくり推進会議の意見を聴き、必要があると認めたとき

は、申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずる。 

 

  

地区計画の決定、変更、原案についての申出はありません。 

図表 6 地区計画等の案の作成手続フロー図 
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（市決定の都市計画決定・変更） 

 

図表 7 市決定の都市計画決定・変更一覧 

  

  決定年月日 項目 概要 告示番号 

1 
平成 30 年 

4 月 1 日 

草加都市計

画地区計画

の変更 

（八潮南部東、中央、西地区） 

・都市緑地法等の一部を改正する法律

の施行による、建築基準法別表第二

の項ずれに伴う地区整備計画の表記

の変更 

市 告 示 

第 181 号 

2 
平成 30 年 

10 月 10 日 

草加都市計

画地区計画

の変更 

（南後谷西地区） 

・旅館業法の一部を改正する法律の施

行による、旅館業法第 2 条の項ずれ

に伴う地区整備計画の表記の変更 

市 告 示 

第 445 号 

3 
平成 30 年 

11 月 26 日 

草加都市計

画生産緑地

地区の変更 

廃止・変更・追加 
市 告 示 

第 526 号 

4 
令 和 元 年 

11 月 29 日 

草加都市計

画生産緑地

地区の変更 

廃止・変更・追加 
市 告 示 

第 298 号 

5 
令和 2 年 

11 月 12 日 

草加都市計

画生産緑地

地区の変更 

廃止・変更・追加 
市 告 示 

第 554 号 

6 
令和 2 年 

12 月 18 日 

草加都市計

画地区計画

の変更 

（八潮南部西地区） 

・南部西地区の事業計画の変更に伴う

地区施設の配置及び規模の変更 

市 告 示 

第 608 号 

7 
令和 3 年 

11 月 22 日 

草加都市計

画生産緑地

地区の変更 

廃止・変更・追加 
市 告 示 

第 511 号 

8 
令和 4 年 

11 月 29 日 

草加都市計

画生産緑地

地区の変更 

廃止・変更 
市 告 示 

第 557 号 

9 
令和 5 年 

2 月 10 日 

草加都市計

画地区計画

の変更 

（西袋上馬場地区） 

・西袋上馬場地区の事業計画の変更に

伴う地区施設の配置及び規模並びに

地区の区分の変更 

市 告 示 

第 51 号 

10 
令和 5 年 

2 月 10 日 

草加都市計

画土地区画

整理事業の

変更 

（西袋上馬場地区） 

・施行区域の拡大 

市 告 示 

第 52 号 
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（県決定の都市計画決定・変更） 

 

図表 8 県決定の都市計画決定・変更一覧 

  決定年月日 項目 概要 告示番号 

1 
平成 30 年 

4 月 3 日 

草加都市計画区域区

分の変更 

草加市の草加柿木地区の市街

化区域への編入 

県 告 示 

第 356 号 

2 
平成 31 年 

3 月 1 日 

草加都市計画道路の

変更 

（1・3・2 高速外環状道路、

1・1・3 東埼玉道路） 

・休憩施設及び本線と休憩施

設の接続道路の追加 

県 告 示 

第 177 号 

3 
令和 2 年 

3 月 27 日 

草加都市計画区域区

分の変更 

三郷市の三郷北部地区の市街

化区域への編入 

県 告 示 

第 270 号 
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第８節 都市計画の決定等の提案に関する手続等 

（都市計画の決定等の提案手続） 

○ 都市計画法第 21 条の 2 から都市計画法

法第 21 条の 5 までに規定する都市計画の

提案制度のうち、市が決定又は変更をする

都市計画の提案に係る支援、手続等につい

て必要な事項を定める。 

 

（都市計画提案団体の指定） 

○ 都市計画法第 21 条の２第２項に規定する  

条例で定める団体は、次に掲げる団体とす 

る。 

①駅協議会 

②産業・住環境協議会 

③八潮市商工会 

④さいかつ農業協同組合 

 

（都市計画提案面積の最低規模） 

○ 条例で定める規模は、3,000 ㎡以上とす 

る。 

 

（都市計画の提案の届出等） 

○ 都市計画提案者（団体）は都市計画提案

書を市長に提出する。提案に当たっては、

土地所有者等の 2/3 以上の同意（人数及び

面積）が必要となる。 

 

 

  

都市計画提案者（団体）による提案実績はありません。 

図表 9 都市計画の決定等の提案に関する手続フロー 
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第９節 建築協定 

（建築協定の締結） 

○ 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用

を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び借地権を有する者

は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内におけ

る建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について

の協定を締結することができる。 

※現在有効な建築協定は１件（八潮市南川崎サザンパークシティ建築協定（有効期

間：令和９年７月まで））締結されています。 

 平成 14 年度に締結された「キッツアイランド水元建築協定」は、令和 4 年 9 月を

もって協定期間満了（廃止）となりました。 

 

 

 

  

建築協定の締結はありません。 
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第１節 景観計画 

（景観基本計画） 

○ 良好な景観の形成によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するた 

め、八潮市景観まちづくり基本計画を策定する。 

八潮市では、平成 18 年 4 月に八潮市景観まちづくり基本計画を策定した。 

 

（景観計画） 

○ 景観法により景観計画を定めるときは、景観基本計画に適合するよう策定しなけれ

ばならない。 

また、景観計画において、特に地域性を生かした景観まちづくりを推進する必要が

ある区域を景観計画特定区域として定めることができる。 

 

図表 11 景観計画の決定・変更一覧 

  決定年月日 内容 概要 告示番号 

1 
令和元年 

7 月 31 日 
変更 

・八潮市景観計画第１章第２節の景

観区分と方針について、⑥中川及

び堤外地における文言の修正 

・八潮市景観計画第２章第１節の景

観計画特定区域（中川周辺地区特

定区域）の指定並びに当該区域に

おける景観まちづくりの方針及び

景観形成の基準の追加 

市 告 示 

第 133 号 

※平成 19 年 3 月 30 日に八潮市景観計画を決定した。 

  

第 5 章 美しい街並みづくり（第 39条～第 48条） 
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第２節 景観法による委任 

（届出を要しない行為） 

○ 景観法第 16 条第７項第 11 号に規定する条例で定める行為は、八潮市みんなでつく

る美しいまちづくり条例別表第 1 に掲げる行為とする。 

景観計画に定める区域 特定区域 

○ 建築物の建築等で次に掲げるもの 

・建築物の移転 

・建築物の新築または改築で延べ面積の

合計が 500 ㎡未満かつ高さが 10ｍ以

下のもの 

・建築物の増築で、増築後の建築物の延

べ面積の合計が 500 ㎡未満、かつ高さ

が 10ｍ以下のもの 

・増築後の建築物の延べ面積の合計が

500 ㎡以上となるものまたは高さが

10ｍを超えるもので、増築に係る部分

の延べ面積の合計が 10 ㎡以内のもの 

・延べ面積の合計が 500 ㎡以上または高

さが 10ｍを超える建築物の外観を変

更することとなる修繕、模様替えまた

は色彩の変更で、建築物における各壁

面の面積の 10 分の 1 未満のもの 

 

○ 工作物の建設等で次に掲げるもの 

・建築基準法に規定する工作物以外の 

もの 

・工作物の移転または増築 

・工作物の外観を変更することとなる修

繕、模様替えまたは色彩の変更で、そ

の行為に係る部分が工作物における外

観の総面積の 10 分の 1 未満のもの 

 

○ 景観法第 16 条第 1 項第 3 号に規定す

る行為 

○ 建築物の建築等で次に掲げるもの 

・建築物の移転 

・建築物の外観を変更することとなる修

繕、模様替えまたは色彩の変更で、そ

の行為に係る部分が建築物における各

壁面の面積の 10 分の 1 未満のもの 

 

○ 工作物の建設等で次に掲げるもの 

・工作物以外のもの 

・工作物の移転または増築 

・工作物の外観を変更することとなる修

繕、模様替えまたは色彩の変更で、そ

の行為に係る部分が工作物における外

観の総面積の 10 分の 1 未満のもの 

 

○ 景観法第 16 条第 1 項第 3 号に規定す

る行為 

 

（行為の届出） 

○ 景観法第 16 条第１項による届出をしようとする者は、第 75 条第１項の開発事業申

請書の提出と同時に届け出る。 

 

景観法第 16 条第 1 項による届出の対象となった行為は、175 件でした。 
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（特定届出対象行為等） 

○ 景観法第 17 条第１項に規定する特定届出対象行為は、八潮市みんなでつくる美し 

いまちづくり条例別表第２に掲げる行為とする。 

景観計画に定める区域 特定区域 

○ 建築物の新築又は改築で延べ面積の合

計が 500 ㎡以上または高さが 10ｍを超

えるもの 

○ 建築物の増築で、当該行為後の建築物

の延べ面積の合計が 500 ㎡以上または

高さが 10ｍを超えるもの。ただし、法

に基づく防火地域又は準防火地域に指定

された地域以外の地域にあっては、当該

増築に係る部分の床面積の合計が 10 ㎡

を超えるもの 

○ 延べ面積の合計が 500 ㎡以上または

高さが 10ｍを超える建築物の外観を変

更することとなる修繕、模様替えまたは

色彩の変更で、その行為に係る部分が当

該建築物における各壁面の面積の 10 分

の 1 以上のもの 

○ 建築物の新築、増築及び改築 

○ 建築物の外観を変更することとな

る修繕、模様替えまたは色彩の変更

で、その行為に係る部分が当該建築

物における各壁面の面積の 10 分の 1

以上のもの 

 

（景観計画提案団体の指定等） 

○ 景観法第 11 条第２項に規定する条例で定める団体は、次に掲げる団体とする。 

①駅協議会 

②産業・住環境協議会 

③地域まちづくり活動団体 

④テーマ型まちづくり活動団体 

⑤商工会 

⑥さいかつ農業協同組合 

⑦その他規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定届出対象行為の変更命令について、実績はありません。 

景観計画提案団体による計画の提案実績はありません。 
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第３節 特定区域等の景観形成 

（マスターアーキテクトの委嘱等） 

○ 八潮の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、建築デザインを統括する者を

委嘱している。 

マスターアーキテクトは、景観基本計画及び景観ガイドラインの作成または変更、

設計競技方式の実施、大規模開発事業のデザインに関することその他規則で定める事

項について、市長及び開発事業者に対して必要な助言又は指導を行うことができる。 

図表 12 マスターアーキテクトによる助言概要について 

年度 回数 助言 

平 成 

3 0 年 度 
2 回 

用途：駐車場 敷地面積：6,702.85 ㎡ 

○助言事項なし 

用途：共同住宅 敷地面積：1,767.63 ㎡ 

○付属施設、緑化、照明について 

令 和 

元 年 度 
2 回 

用途：倉庫 敷地面積：17,230.71 ㎡ 

○植栽、フェンス、設備機器等、屋上緑化、外構照明、カーブミラ

ーについて 

用途：庁舎 敷地面積：15,000 ㎡ 

○全般、敷地、外部空間、建物デザインについて 

令 和 

2 年 度 
4 回 

用途：工場 敷地面積：27,982.86 ㎡ 

○助言事項なし 

用途：倉庫 敷地面積：15,933.68 ㎡ 

○助言事項なし 

用途：倉庫 敷地面積：5,680.19 ㎡ 

○緑化、設備機器等について 

用途：公共施設 敷地面積：81,200 ㎡ 

○小学校側への配慮、北側の緑化、調整池、トイレについて 

令 和 

3 年 度 
4 回 

用途：店舗 敷地面積：7,239.73 ㎡ 

○駐車場出入口の安全対策、駐車場周辺の緑化、道路側の街並みに

ついて 

用途：宅地分譲 敷地面積：22,037 ㎡ 

○外構、緑化について 

用途：特別養護老人ホーム 敷地面積：6,820.88 ㎡ 

○緑化、近隣への配慮について 

用途：工場 敷地面積：124,598.89 ㎡ 

○助言事項なし 

令 和 

4 年 度 
2 回 

用途：倉庫 敷地面積：27,982.86 ㎡ 

○助言事項なし 

用途：共同住宅 敷地面積：340.07 ㎡ 

○道路面の緑化について 
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（設計競技方式の要請） 

○ 条例第 46 条において、特定区域及び規則で定める区域では、開発区域の面積が 

5,000 ㎡以上の開発事業または建築物の延べ面積の合計が 10,000 ㎡以上の建築を行お

うとする開発事業者に対し、設計競技方式を採用するよう要請することができると定

めている。 

 

 

  

設計競技方式の要請の実績はありません。 
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第４節 公共施設等のデザイン協議 

○ 条例第 48 条において、景観まちづくりの先導的役割を果たすため、国や地方公共 

団体等が行う公共建築物や道路、公園、河川などの大規模な公共施設整備にあたって 

のデザイン等の事前協議について定めている。 

公共施設等の整備で国、地方公共団体等が次に掲げる行為を行うとする際は、公共

施設等の計画の初期段階において、良好な景観まちづくりに向けての協議を行わなけ

ればならない。 

①延べ面積の合計が 1,000 ㎡以上の建築物の建築 

②施工面積が 10,000 ㎡以上の公園、広場等の築造又は改良 

③その他市長がまちづくり推進会議の意見を聴いて指定したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等のデザイン協議は、令和 2 年度に 1 件行われました。 

図表 13 公共施設等のデザイン協議フロー 
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公共施設等のデザイン協議の内容（一部抜粋） 

○ 設計、デザインコンセプト 

・橋梁等は、外環道と統一感のあるデザインとしてください。 

・植栽は、適切な植栽の配置による外部景観の向上や生活環境の保全、並びに高速道

路利用者に快適さや癒しを提供するように配慮をお願いします。 

○ 緑化等 

・休憩所、トイレ周りに特徴的な高木類としてハナミズキやサクラ、特徴的な低木類

としてクチナシ、キンシバイの植栽をご検討ください。 

○ 照明 

・外灯の器具支柱については景観配慮色（ダークブラウン系）で落ち着きのある色彩

を使用してください。 

○ 形態・意匠 

・外壁素材となる、窯業系サイディングは木目調やタイル調など暖かみを感じるもの

を使用し、複数色を使用することや、デザインの組み合わせ、異素材（木材やタイ

ル、装飾性塗装など）の組み合わせ等を検討して下さい。 

○ 色彩 

・外壁については、北部地域の色彩基準及び大規模開発事業の際の工業地域の色彩基

準を参考として、明度を 5 以上 8 以下、彩度 4 以下（R・YR・Y 系のみ、それ以外

は彩度 2 以下）としてください。ただし、話題性のあるデザインとするために必要

がある場合は、色彩基準に拘らなくて良いものとします。 

○ 広告物 

・施設利用者に本市の印象を深めてもらうため、本市のシンボルマークやマスコット

キャラクターをサインとして追加設置することをご検討ください。 

○ その他 

・市が行うイベントや特産品等を効果的にＰＲしたいため、常設もしくは臨時設置の

ＰＲ・販売スペースについて協議させてください。 

公共施設等のデザイン協議等の内容へ配慮した開発事業の例 

（ （仮称）外環八潮パーキングエリア建設事業 ） 

 

※現時点のイメージであり、今後変更が生じる可能性があります。 

 ※東日本高速道路㈱より提供を受けたものです。 
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第１節 基本計画等 

（緑の基本計画等） 

〇 条例第 50 条において、市の特性を生かした緑豊かなまちづくりを総合的かつ計画

的に実施するため、都市緑地法第４条第１項の規定に基づく基本計画を策定しなけれ

ばならない。 

 

（雨水の貯留施設の届出） 

○ 条例第 52 条において、建築主は、雨水の貯留施設を設置するときは、建築確認申

請等前の届出を行うときに、その内容を市に届け出なければならない。 

 

（緑と花いっぱい運動） 

○ 緑と花のあるまちづくりを進めるため、市民等と協働して緑と花いっぱい運動を推

進している。 

 

図表 14 緑と花いっぱい運動実施件数（総数=21 件） 

 

 

 

第 6 章 環境と緑のまちづくり（第 49条～第 63条） 

計画期間：平成２８年度～平成３７年度 

雨水の貯留施設設置の届出についての実績はありません。 

年度 件数 

平成 30 年度 10 件 

令和元年度 12 件 

令和 2 年度 9 件 

令和 3 年度 13 件 

令和 4 年度 11 件 

計 55 件 

緑と花いっぱい運動は、平成 30 年度～令和 4 年度の 5 年間で 55 件行われました。 

具体的な活動内容としては、公園の花壇への樹木又は草花の植栽が行われました。 

高木白鳥公園花壇 八潮北公園花壇 
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（緑化の推進） 

○ 条例第 54 条において、公共施設等の敷地内への緑化及び開発事業者の管理する事

業所等への緑化について定めている。また、開発事業者に対しての緑化計画書の届出

や緑化基金への協力について定めている。 

市が設置し、又は管理する公共施設等の緑化 

対象 緑化基準 植栽標準本数 

市 道 の う ち  

植樹可能な道路 

①歩道部の幅員が 3.5ｍ未満のものについ

ては、必要に応じて街路樹等を植栽す

る。 

②歩道部の幅員が 3.5ｍ以上のものについ

ては、街路樹を植栽するとともに植樹帯

を設ける。 

③幅員が 1.5ｍ以上の中央分離帯について

は、植樹帯を設ける。 

 

都市公園 

公園種別ごとに次の基準を目標とし、設置

目的に反しない限度でできる限り植栽地を

設ける。 

①街区基幹公園 

ア 街区公園 敷地面積の 30％以上 

イ 近隣公園 敷地面積の 50％以上 

ウ 地区公園 敷地面積の 50％以上 

②都市基幹公園 

ア 総合公園 敷地面積の 50％以上 

イ 運動公園 敷地面積の 30％以上 

③緩衝緑地及び緑道 対象面積の 70％以上 

④都市緑地 対象面積の 80％以上 

 

市営住宅 2 の項の緑地基準に準ずる。 

1 0 ㎡ 当 た り 

高木 1 本以上 

及び低木 10 本 

学校 

①学校敷地の内周に幅 2ｍ程度の植樹帯を

設ける。 

②その他できる限り植栽する。 

同上 

庁舎等 民間施設の緑化基準に準ずる。 同上 

 

図表 15 市が設置し、または管理する公共施設等の緑化実績 

 件数 緑化面積 

近隣公園 1 件 5,124.5 ㎡ 

計 1 件 5,124.5 ㎡ 
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民間施設の緑化基準 

開発区域の面積 緑化基準 植栽標準本数 

500 ㎡未満 開発区域面積の 10％以上 
高木 1 本以上及び 

低木 20 本以上/20 ㎡ 

500 ㎡以上 

3,000 ㎡未満 
開発区域面積の 12％以上 〃 

3,000 ㎡以上 
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例

第 26 条に基づく基準による。 

 

 

       図表 16 民間施設の面積別緑化件数（総数＝258 件） 

 

 

 

（緑の基金への協力） 

○ 条例第 56 条において、緑化の推進及び緑の保全を図るため、開発事業者に対し、

八潮市緑の基金への協力を要請することができるとしている。 

 

①協力金徴収の目的 

・開発事業は、周辺の居住環境や都市環境などへの影響に配慮する必要があること

から、地域貢献のため環境整備に協力する義務がある。事業者から徴収した協力

金を活用し、良好な住環境の保持につなげていくことを目的とする。 

②活用方法 

・目的を達成するために町会、自治会等により「緑と花いっぱい運動」を展開す 

る。 
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52

49
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0

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

60㎡未満

60㎡以上100㎡未満

100㎡以上200㎡未満

200㎡以上300㎡未満

300㎡以上360㎡未満

360㎡以上

民間施設の緑化実績は 258 件あり、緑化された面積は 19,026.48 ㎡でした。 

開発事業に伴う事業者による緑の基金への協力実績はありません。 
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第２節 農地を生かしたまちづくりの推進 

（ガーデンコミュニティ制度） 

○ 条例第 57 条において、農地を生かした   

緑豊かなまちづくりを推進するため、農地   

の所有者及び市民等の協力を得て、農地の  

耕作、管理等を農地の所有者及び市民等の   

参加と協働により行う制度（「ガーデンコ  

ミュニティ制度」）の普及と啓発を図るこ 

とを定めている。 

農地の耕作、管理等について協力を受け  

ることを希望する農地の所有者は、「コミ  

ュニティ農地所有者」として対象とする農  

地、協力の期間等を市に登録する。 

農地の耕作、管理等への協力を希望する者は、「農園サポーター」として住所、氏 

名等を市に登録する。 

コミュニティ農地所有者及び農園サポーターは、農地の耕作、管理等について協議

し、協議が整ったときは協定を締結する。協定が締結された農地は、ガーデンコミュ

ニティ制度を実施する農地として認定される。 

 

図表 18 コミュニティ農地として登録された農地 

 

 

  

登録年度 所在地 面積 協定締結の有無 

令和元年度 
二丁目 456 ㎡ 有 

二丁目 796 ㎡ 有 

令和 4 年度 

二丁目 981 ㎡ 有 

二丁目 208 ㎡ 有 

二丁目 208 ㎡ 有 

登録農地の件数は 5 件で、うち協定が締結された農地の件数は 5 件でした。 

図表 17 ガーデンコミュニティ制度フロー図 
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第３節 緑の保全 

（保存樹木等の指定等） 

○ 市民等及び開発事業者は、市内に現存する樹木、樹林、生垣等を保存するよう努め

なければならない。また、所有者と協議の上、保存された樹木、樹林、生垣等を、保

存樹木、樹林及び生垣として指定することができる。 

八潮市では、保存樹木、樹林及び生垣がそれぞれ指定されているが、平成 24 年以

降では、保存樹林が新たに２件指定されている。 

 

 

保存状況                令和５年 3 月 31 日現在 

指定 本数 指定件数 

保存樹木 26 本 23 件 

 

指定 面積 指定件数 

保存樹林 6,455.51 ㎡ 3 件 

 

指定 長さ 指定件数 

保存生垣 909.95ｍ 12 件 

 

図表 19 保存樹木等の指定等実績 

登録年度 指定 面積 樹種 

令和元年度 保存樹林 401.75 ㎡ ケヤキ、ネズミモチ等 
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第１節 開発事業に関する基本方針 

○ 開発事業は、関係法令並びに基本理念及びまちづくり基本計画に適合するものでな

ければならない。 

開発事業者は、開発事業の計画に当たっては、八潮の特性である緑と農を生かした

良好な自然環境の保全と創造を基調としたまちづくりに適合させるよう努めるものと

する。 

 

第２節 建築確認申請等に係る届出等 

○ 建築確認申請等を行う建築主は、建築確認申請等に係る計画の概要について、建築

確認申請等を行う前に市長に届け出る。 

届出があった場合において、まちづくり基本計画と整合した良好なまちづくりを推

進するために必要があると認めるときは、建築主に対し、必要な措置を講ずるよう助

言又は指導を行う。 

 

建築確認申請等を行う前の届出件数は、1,213 件でした。 

また、届出に対して助言及び指導を行った件数は、125 件でした。 

 

図表 21 建築確認申請等を行う前の届出に対する助言及び指導を行った実績件数及び内容 

年度 
届出 

件数 

助言及び指導 
助言及び 

指導件数 

（合計） 

建築物の敷地
面積の最低限
度の遵守 

推進地区内での
建築行為につい
て、建築計画の
まちづくり計画
への配慮 

その他 

平成 30 年度 289 件 28 件 0 件 3 件 31 件 

令和元年度 189 件 4 件 0 件 4 件 8 件 

令和２年度 215 件 6 件 0 件 4 件 10 件 

令和３年度 263 件 17 件 0 件 11 件 28 件 

令和４年度 227 件 30 件 0 件 18 件 48 件 

計 1,213 件 85 件 0 件 40 件 125 件 

 

  

第 7 章 秩序あるまちづくり（第 64条～第 106条） 
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第３節 開発事業の手続 

（開発基本計画の届出等） 

○ 開発事業者は、次のいずれかに該当する開発事業を行おうとするときは、開発事業

の基本計画を届け出なければならない。 

①開発区域の面積が 500 ㎡以上の開発事業 

②中高層建築物(地盤面からの高さが 10ｍを超える建築物。ただし、地階を除く階数

が 3 以下の自己の居住する専用住宅を目的とした建築物を除く。)の建築 

③建築物の延べ面積の合計が 500 ㎡以上の建築 

④駅周辺まちづくり計画、産業・住環境共生まちづくり計画又は推進地区まちづくり

計画が決定されている地区内における開発事業 

⑤市長がまちづくり推進会議の意見を聴いて、地域まちづくり計画として認定した区

域内で行う開発事業 

⑥建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が 1,000 ㎡以上の開発事業 

 

図表 22 開発基本計画の届出件数（総数=282 件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   開発基本計画の届出件数は、282 件でした。 

 

  

年度 件数 

平成 30 年度 62 件 

令和元年度 43 件 

令和 2 年度 61 件 

令和 3 年度 65 件 

令和 4 年度 51 件 

計 282 件 
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（１）地域分布 

①町名別 

図表 23 町名ごと開発事業件数（総数=282 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町名別にみると、八潮駅が位置する大瀬（一～六丁目）地区が最も多い 37 件でした。 
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図表 24 町名ごと開発事業件数分布図 
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②土地区画整理事業地区別 

 

図表 25 土地区画整理事業地区別開発事業件数（総数＝112 件） 

 

区画整理地区別では、八潮南部西地区が最も多い 27 件でした。 

 

図表 26 土地区画整理事業地区別開発事業件数分布図 
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③用途地域別 

 

図表 27 用途地域別開発事業件数（総数＝282 件） 

 

用途地域別では、第一種中高層住居専用地域が 86 件で最も多く、次いで第一種住居 

地域が 69 件で多く、開発事業実績のうち半数近くが住居系でした。 

また、市街化調整区域の開発事業が 26 件でした。 
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地
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図表 28 八潮市都市計画図 
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（２）開発事業の目的別 

 

図表 29 開発事業の目的別件数（総数＝282 件） 

目的 件数 

宅地分譲 84 件 

共同住宅 53 件 

倉庫 25 件 

工場 22 件 

駐車場 20 件 

事務所 16 件 

店舗 13 件 

資材置場 10 件 

長屋 10 件 

診療所 3 件 

有料老人ホーム 3 件 

保育所 3 件 

寮／寄宿舎 2 件 

その他 18 件 

合計 282 件 

 

 

（３）開発区域の面積 

図表 30 開発区域の面積別件数（総数＝282 件） 

 

開発区域の面積別の分布は以上のとおりでした。500 ㎡以上 1,000 ㎡未満が 160 件で最

も多く、次いで 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満が 66 件で多いことから、中規模の開発事業

が多いと言えます。 
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開発事業の目的別では、宅地分譲が 84 件、共同住宅が 53 件でした。住居系の用途が約

半数を占めています。 
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（４）建築物の高さ 

 

図表 31 建築物の高さ 10ｍ超の開発事業件数（総数＝38 件 ※宅地分譲等の開発事業を除く） 

 

 

建築物の高さ別の分布は以上のとおりでした。高さが 10ｍを超える建築物は、開発事

業 282 件中 38 件でした（宅地分譲、駐車場、資材置場 116 件を除きます）。大半の建

築物の高さが 10ｍ超 25ｍ以下であることから、中低層の建築物が多いと言えます。 

 

 

（５）建築物の延べ面積 

 

図表 32 建築物の延べ面積別件数（総数＝166 件 ※宅地分譲等の開発事業を除く）
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500㎡未満

500㎡以上1000㎡未満

1000㎡以上2000㎡未満

2000㎡以上3000㎡未満

3000㎡以上4000㎡未満

4000㎡以上5000㎡未満

5000㎡以上

建築物の延べ面積別の分布は以上のとおりでした。延べ面積が 500 ㎡以上の建築物は

開発事業 166 件のうち 134 件でした（宅地分譲、駐車場、資材置場 116 件を除きま

す）。 
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（６）駅周辺まちづくり、産業・住環境共生まちづくり計画又は推進地区まちづくり 

計画が決定されている地区内における開発事業 

 

 

 

 

（７）市長が、まちづくり推進会議の意見を聴いて、地域まちづくり計画として 

認定した区域内で行う開発事業 

 

 

 

 

（８）建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が 1,000 ㎡以上の開発事業 

 

 

 

以上の結果より、開発基本計画等の届出を行った開発事業は、開発区域の面積また

は建築物の延べ面積の合計に該当しているものが多い。 

  

推進地区まちづくり計画が決定されている地区内における開発事業は９件でし

た。 

市長が、まちづくり推進会議の意見を聴いて、地域まちづくり計画として認定し

た区域内で行う開発事業の実績はありません。 

建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が 1,000 ㎡以上の開発事業

の実績はありません。 
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（まちづくりアドバイザーの助言） 

○ 事前協議があった場合において、その内容について判断するに当たり必要があると

認めるときは、まちづくりアドバイザーに助言を求めることができる。 

 

図表 33 まちづくりアドバイザーによる助言概要 

 

 

  

まちづくりアドバイザー会議開催件数は６件でした。 

年度 回数 助言 

平 成 

30 年度 
１回 〇 八潮市景観計画の変更について 

令 和 

元年度 
1 回 〇 景観法第１６条第１項による届出の助言について 

令 和 

2 年度 
1 回 〇 公共施設等のデザイン協議について 

令 和 

3 年度 
2 回 

用途：宅地分譲 敷地面積：22,037 ㎡ 

〇 環境及び景観との調和（配置、規模、高さ、形態、デザイン、

緑化等）について 

〇 外構（擁壁）の形態、意匠、緑化等について 

用途：事務所、工場 敷地面積：124,598.89 ㎡ 

〇 環境及び景観との調和（配置、規模、高さ、形態、デザイン、

緑化等）について 

〇 外構（擁壁）の形態、意匠、緑化等について 

用途：特別養護老人ホーム 敷地面積：6,820.88 ㎡ 

〇 環境及び景観との調和（配置、規模、高さ、形態、デザイン、

緑化等）について 

〇 外壁、バルコニーの形態、意匠、色彩等について 

令 和 

4 年度 
1 回 

用途：共同住宅 敷地面積：340.07 ㎡ 

〇 外壁、バルコニーの形態、意匠、色彩等について 

〇 建築物の配置、外構の意匠、植栽について 
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第４節 大規模土地取引行為の届出等 

○ 大規模な開発事業は、周辺環境に著しい影響を及ぼす恐れがあることから、一般の

「開発事業手続」に先立ち、「大規模土地取引行為の届出手続」（土地の売主等に対す

る手続）と「大規模土地利用構想の届出手続」（大規模な開発事業を行う事業者に対

する手続）を定めている。 

 

（大規模土地取引行為の届出） 

○ 届出対象 

・5,000 ㎡以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取

得を目的とする権利の移転又は設定（予約を含む） 

○ 届出時期 

・権利移転等を行う 3 か月前 

 

図表 34 大規模土地取引行為届出概要 

 

大規模土地取引行為の届出件数は 8 件でした。 

 

  

年度 件数 敷地面積 利用現況 利用目的 

平 成 

3 0 年度 
1 件 17,230.71 ㎡ 工場、倉庫、事務所 未定 

令 和 

元 年 度 
1 件 7,268.22 ㎡ 食品工場 食品工場 

令 和 

2 年 度 
1 件 22,086 ㎡ 更地 未定 

令 和 

3 年 度 
2 件 

22,086 ㎡ 更地 宅地分譲 

 22,086 ㎡ 更地 未定 

令 和 

4 年 度 
3 件 

8,67934 ㎡ 
LP ガス充填 

（事業終了） 
未定 

17,230.71 ㎡ 倉庫 倉庫 

6,858.48 ㎡ 工場、倉庫、事務所 未定 

合計 8 件    
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（大規模土地取引行為の届出に関する助言） 

○ まちづくり基本計画に照らし、届出に係る内容について市長より助言を行うことが

できる。 

 

（まちづくり推進会議の開催） 

 ○ 大規模土地取引行為の届出に関する助言を行うにあたって、あらかじめまちづくり

推進会議の意見を聴く。 

 

 

  

大規模土地取引行為の届出に関する助言事例（一部抜粋） 

○ 周辺環境に配慮した土地利用 

・都市計画マスタープラン等の上位計画の内容に対して配慮すること 

○ 交通環境に配慮した計画 

・出入口の位置への配慮、歩行者への安全対策を講ずること 

○ 環境に配慮した計画 

・景観計画、環境基本計画、緑の基本計画等の上位計画の内容に対して配慮す 

ること 

○ 地域特性への配慮 

・大規模開発事業に該当する場合、地域特性基準の内容に対して配慮すること 

○ 特別用途地区の指定までの配慮 

・条例第 102 条第 1 項の規定により特別用途地区の指定を検討中のため、パチン

コ店ゲームセンター、葬祭場、墓地等の開発事業は行わないよう努めること 

○ 再譲渡における留意事項 

 ・譲渡人が再譲渡する場合は、土地の面積が 5,000 ㎡以上にあっては、大規模土地

取引行為の届出を行うこと 

 ・5,000 ㎡未満にあっては、譲渡人に対して助言内容を承継すること 

○ 先進的な取組による地域ブランドの向上 

・まちのイメージづくりに貢献できるよう多様な先導的取組について協議する 

こと 
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第５節 大規模開発事業の手続 

（大規模土地利用構想の届出） 

○ 届出対象 

①開発区域面積 5,000 ㎡以上の開発事業 

②共同住宅で計画戸数が 100 戸以上の開発事業 

③建築物の延べ面積の合計が 10,000 ㎡以上の開発事業 

④建築物の高さが 25ｍを超える開発事業 

図表 35 大規模開発事業件数（総数=8 件） 

年度 件数 
開発事業の

目的 
開発区域面積 

計画 

戸数 
延べ面積 

建築物の

高さ 

平 成 

30 年度 
2 件 

駐車場 6,702.85 ㎡ － － － 

共同住宅 

・事務所 
319.3 ㎡ 25 戸 1,740.64 ㎡ 35.2ｍ 

令 和 

元年度 
1 件 倉庫 17,230.71 ㎡ － 34,593.22 ㎡ 23.461ｍ 

令 和 

2 年度 
3 件 

工場 27,982.86 ㎡ － 12,096.03 ㎡ 7.78ｍ 

作業所 15,933.68 ㎡ － 7,876.6 ㎡ 14.85ｍ 

倉庫 5,680.19 ㎡ － 4,690 ㎡ 10.5ｍ 

令 和 

3 年度 
4 件 

物販店舗 7,239.76 ㎡ － 8,142.33 ㎡ 11.4ｍ 

宅地分譲 22,037 ㎡ 136 戸 － － 

特別養護 

老人ホーム 
6,820.88 ㎡ －  9.97ｍ 

事務所 

燃料受入 

貯蔵建屋 

124,598.89 ㎡ － 5,418.6 ㎡ 25ｍ 

令 和 

4 年度 
2 件 

危険物 

屋内貯蔵所 
27,982.86 ㎡ － 1,996.82 ㎡ 8.58ｍ 

共同住宅 340.07 ㎡ 36 戸 1,911.32 ㎡ 39.5ｍ 

大規模開発事業の件数は 12 件でした。 

開発区域面積 5,000 ㎡以上の開発事業は 10 件でした。 

共同住宅で計画戸数が 100 戸以上の開発事業はありませんでした。 

建築物の延べ面積の合計が 10,000 ㎡以上の開発事業は２件でした。 

建築物の高さが 25ｍを超える開発事業は 2 件でした。 
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（大規模土地利用構想に対する基準の通知等） 

○ 市は、大規模開発事業の開発基本計画が、まちづくり基本計画に適合し、かつ、計

画地の特性や環境に十分配慮した良好なものとなるよう、次に掲げる項目のうち必要

な事項を地域特性基準として事業者に通知する。 

①環境及び景観との調和を図るための建築物の配置、規模、高さ、形態若しくはデザ

イン又は開発区域内の緑化等に関する事項 

②道路、河川等の公共施設の状況を踏まえた建築物の配置、規模、高さ若しくは形態

又は開発区域内の駐車場等に関する事項 

③歴史及び文化財を保全し、及び保護するための建築物の配置、規模、高さ、形態又

はデザインに関する事項 
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地域特性基準事例(一部抜粋) 

①計画地周辺の環境及び景観との調和を図るための建築物の配置、規模、高さ、形態 

若しくはデザイン又は開発区域内の緑化等に関する事項 

○ 建築物の色彩等 

・建築物の長大感、圧迫感や単調な印象を低減するため、色彩の分節を行う等対策を

講じること。 

○ 附属設備等 

・附属設備機器類（受水槽、空調設備及び電気設備等）は、道路側から容易に望見で 

きないよう、植栽やルーバー等により遮蔽すること。 

・配管・ダクト等が外壁面に露出する場合は、建築物と調和するよう意匠や位置に配

慮すること。 

○ 緑地等 

・緑の創出による親しみとうるおいある良好な景観を創出するため、緑視率を確保す

るよう工夫し、保有空地や消防活動に配慮した上で、芝生以外に低木等を植栽する

こと。 

・街並みにうるおいや季節感を創出するため、道路から見える位置で、出入り等に必

要な空間以外は中低木や市の花木、樹種、樹形等で工夫した緑地を設けること。ま

た、開発地内の緑地については適正な管理を行い、供用開始後も長期に渡り健全な

状態を維持すること。 

②計画地周辺の道路、河川等の公共施設の状況を踏まえた建築物の配置、規模、高さ 

若しくは形態又は開発区域内の駐車場等に関する事項 

・多様な宅配需要等に対処するためのサービス車両の一時的な駐停車スペースを敷地

内に確保すること。 

③計画地周辺の歴史及び文化財を保全し、及び保護するための建築物の配置、規模、 

高さ、形態又はデザインに関する事項 

・大正・昭和の時代の煉瓦工場の跡地であることから、開発区域内の公共公益施設に 

煉瓦を活用した装飾を施すこと。 

その他の要請事項 

○壁面利用広告を表示する場合は、建築物と調和し一体化したデザインとすること。 

○工場の機器等により臭気が発生するおそれがある場合は、周辺に影響が出ないよう防

臭対策をとる等配慮すること。 

 

  



 

八潮市まちづくり白書｜45 

第６節 小規模開発事業の手続 

（小規模開発事業の申請等） 

○ 開発区域の面積が 300 ㎡以上 500 ㎡未満の開発を行おうとする事業者は、小規模開

発事業に着手する前に、小規模開発事業申請書を市に提出しなければならない。 

 

図表 36 小規模開発事業件数（総数=131 件） 

年度 届出件数 

平成 30 年度 35 件 

令和元年度 20 件 

令和 2 年度 22 件 

令和 3 年度 24 件 

令和 4 年度 30 件 

計 131 件 

 

図表 37 小規模開発事業の目的別件数（総数=131 件） 

目的 件数 

宅地分譲 54 件 

共同住宅 27 件 

長屋 10 件 

倉庫 8 件 

事務所 7 件 

工場 7 件 

店舗 5 件 

保育所 4 件 

寄宿舎（グループホーム） 3 件 

児童福祉施設等（高齢者施設含む） 2 件 

専用住宅（賃貸） 1 件 

その他 3 件 

合計 131 件 

 

 

   

小規模開発事業の件数は 131 件でした。 

小規模開発事業の目的別では、宅地分譲が 54 件、共同住宅が 27 件でした。 
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第７節 開発事業に関する基準 

（開発基準の適合審査） 

○ 開発基準に基づく基準及び実績（整備実績等） 

（１）道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①開発区域内新設道路（標準的な図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新設道路の整備状況（件数：新設道路の整備を伴う開発事業の件数） 

 件数 延長 面積 

市 管 理 12 件 1,647.12ｍ 8,506.86 ㎡ 

事業者管理 23 件 720.58ｍ 3,029.68 ㎡ 

合計 35 件 2,367.70ｍ 11,536.54 ㎡ 

 

 

 

予定建築物の用途 面積 道路幅員 

住宅 

3,000 ㎡未満 4ｍ以上 

3,000 ㎡以上 6,000 ㎡未満 5ｍ以上 

6,000 ㎡以上 6ｍ以上 

住宅以外 

1,000 ㎡未満 4ｍ以上 

1,000 ㎡以上 30,000 ㎡未満 6ｍ以上 

30,000 ㎡以上 9ｍ以上 

特定工作物 
1,000 ㎡未満 6ｍ以上 

1,000 ㎡以上 9ｍ以上 

開発区域 

 

開発区域
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図表 38 新設道路の道路幅員別件数（総数=35 件） 

 

図表 39 新設道路の延長別件数（総数=35 件） 

 
図表 40 新設道路の整備面積別件数（総数=35 件） 
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1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

4m以上5m未満

5m以上6m未満

6m以上

22

9

3

1

0 5 10 15 20 25

50ｍ未満

50ｍ以上100ｍ未満

100ｍ以上150ｍ未満

150ｍ以上

21

8

5

1

0 5 10 15 20 25

200㎡未満

200㎡以上400㎡未満

400㎡以上600㎡未満

600㎡以上

開発区域内で新設道路を整備した開発事業は 35 件であり、道路幅員 4ｍ以上 5ｍ未

満が 33 件で大半を占めています。 

整備延長は 2,367.7ｍ、整備面積の合計は 11,536.54 ㎡でした。 
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（２）公園 

図表 41 公園の整備状況 

年度 公園面積 開発区域面積 
開発区域面積に

対する割合 

整備内

容 

令和４年度 300.00 ㎡ 22,037 ㎡ 1.4％ 遊具等 

 

 

（３）敷地面積の最低限度 

 

市街化調整区域 敷地面積 有効宅地面積 

ア 市街化調整区域 300 ㎡以上  

イ 法第 12 条の 4 の規定により 

定められる地区計画等の区   

域 

当該地区計画に

定める面積 
 

ウ ア及びイ以外の区域 100 ㎡以上 100 ㎡以上 

 

図表 42 地域区分別開発事業件数（総数＝282 件） 

地域区分 開発事業件数 

ア 市街化調整区域 26 件 

イ 法第 12 条の 4 の規定により定められる地区計

画等の区域 
68 件 

ウ ア及びイ以外の区域 188 件 

計 282 件 

 

 

 

 

 

 

 

開発区域の面積 公園の総面積 
１箇所当たりの公園

の規模 

3,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 
開発区域面積の 3％以上 100 ㎡以上 

10,000 ㎡以上 

50,000 ㎡未満 
開発区域面積の 3％以上 300 ㎡以上 

50,000 ㎡以上 

200,000 ㎡未満 
開発区域面積の 3％以上 1,000 ㎡以上 

200,000 ㎡以上 開発区域面積の 3％以上 
1,000 ㎡以上 

（設置数 2 以上） 

開発区域内で公園の整備を行った開発事業は１件でした。 
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（４）雨水流出抑制施設 

 

開発区域面積 設置すべき施設 

500 ㎡未満 雨水浸透ます 

500 ㎡以上 10,000 ㎡未満 
10,000 ㎡当たり 500 ㎥の雨水が一時貯留 

できる施設 

10,000 ㎡以上 
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する

条例による施設 

 

雨水流出抑制施設の整備状況 

開発区域内で雨水流出抑制施設の整備を行った開発事業は 96 件でした。 

（※平成 30 年度：24 件、令和元年度：18 件、令和 2 年度：22 件、令和 3 年

度：15 件、令和 4 年度：17 件） 
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（５）排水施設 

①都市計画法及び下水道法並びに八潮市下水道条例に定めるもののほか、下水道排

水設備を設置しなければならない。 

②整備する施設及びその管理権は、施設の所有者又は開発事業者が管理する場合を

除き、無償で市に帰属する。 

③汚水は、農業用水路に流入させてはならない。ただし、農業用水路の管理者に同

意を得た場合は、この限りでない。 

 

図表 43 下水道接続状況（総数=325 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 件数 

平成 30 年度 40 件 

令和元年度 26 件 

令和 2 年度 48 件 

令和 3 年度 49 件 

令和 4 年度 29 件 

計 192 件 

開発区域内で排水施設の整備を行った開発事業は、192 件でした。 
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（６）緑地 

①第 2 条第 2 項第 4 号に規定する規則で定める開発事業を除き、緑化基準は以下の

とおりとする。 

②商業地域及び近隣商業地域内の敷地又は一戸建ての住宅の敷地にあっては、可能

な限り緑化するものとする。 

③接道部の緑化基準は、規則で定める。 

 

 

      図表 44 緑化計画書申請件数(緑化計画面積別)（総数＝258 件（うち 40 件が小規模開発事業）） 

 

図表 45 緑化計画書申請件数（開発区域面積別）（総数=258 件（うち 40 件が小規模開発事業）） 

年度 

開発区域面積 

3,000 ㎡ 

以上 

500 ㎡以上

3,000 ㎡未満 

300 ㎡以上 

500 ㎡未満 

300 ㎡

未満 
計 

平成 30 年度 0 件 31 件 16 件 18 件 65 件 

令和元年度 0 件 21 件 9 件 18 件 48 件 

令和 2 年度 0 件 29 件 12 件 19 件 60 件 

令和 3 年度 0 件 19 件 9 件 15 件 43 件 

令和 4 年度 0 件 16 件 15 件 11 件 42 件 

計 0 件 116 件 61 件 81 件 258 件 

143

52

49

14

0

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

60㎡未満

60㎡以上100㎡未満

100㎡以上200㎡未満

200㎡以上300㎡未満

300㎡以上360㎡未満

360㎡以上

開発区域面積 緑化基準 植栽標準本数 

500 ㎡未満 10％以上 
20 ㎡あたり高木 1 本以

上及び低木 20 本以上 

500 ㎡以上 

3,000 ㎡未満 

12％以上 

（かど敷地等の場合は 9％以上） 

20 ㎡あたり高木 1 本以

上及び低木 20 本以上 

3,000 ㎡以上 
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条

例第 26 条に基づく届出による。 
 

開発区域内で緑化を行った開発事業は 258 件であり、緑化された面積は

19,026.48 ㎡でした（小規模開発事業、小規模開発未満を含む）。 
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（７）消防水利施設 

 

○ 開発面積による分類 

開発面積 消防水利施設 設置基準 

1,000 ㎡以上 

2,000 ㎡未満 
消火栓 1 基 

開発区域の各部分が既設

の消火栓から 120ｍ以内

に含ませる場合は、設置

しないことができる。 

2,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 
防火水槽（40 ㎥）1 基 

 

10,000 ㎡以上 

防火水槽（100 ㎥）1 基 

又は 

防火水槽（40 ㎥）2 基 

 

○ 延べ床面積による分類  

延べ床面積 消防水利施設 設置基準 

1,000 ㎡以上 

2,000 ㎡未満 
消火栓 1 基 

開発区域の各部分が既設

の消火栓から 120ｍ以内

に含ませる場合は、設置

しないことができる。 

2,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 
防火水槽（40 ㎥）1 基  

10,000 ㎡以上 

防火水槽（100 ㎥）1 基 

又は 

防火水槽（40 ㎥）2 基 

 

備考：開発区域の各部分が既設の消火栓から 120ｍ以内に含まれる場合は設置しな

いことができる。 

図表 46 消防水利施設の整備件数（総数=25 件） 

 

 

 

年度 
消防水利施設 

防火水槽 消火栓 

平成 30 年度 1 件 0 件 

令和元年度 5 件 0 件 

令和 2 年度 5 件 1 件 

令和 3 年度 5 件 2 件 

令和 4 年度 5 件 1 件 

計 21 件 4 件 

開発区域内で消防水利施設の整備を行った開発事業は、防火水槽の設置が 21

件、消火栓が 4 件でした。 
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（８）上水道の整備 

①水道施設及び給水装置の設置については、給水に係る給水管及び配水管の整備に

関して市と協議し、適切に実施しなければならない。 

 

図表 47 開発区域内で上水道の整備を行った件数（総数=35 件 ※開発による道路） 

年度 件数 

平成 30 年度 6 件 

令和元年度 6 件 

令和 2 年度 7 件 

令和 3 年度 8 件 

令和 4 年度 7 件 

計 34 件 

 

  開発区域内で上水道の整備を行った開発事業は、34 件でした。 
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（９）清掃施設の整備 

 

計画戸数 面積 設置数 

1 戸以上 4 戸以下 市長と協議の上定める。 市長と協議の上定める。 

5 戸以上 10 戸以下 3 ㎡以上 1 

11 戸以上 15 戸以下 4.5 ㎡以上 1 

16 戸以上 20 戸以下 6 ㎡以上 1 

21 戸以上 25 戸以下 7.5 ㎡以上 1 

26 戸以上 30 戸以下 9 ㎡以上 1 

31 戸以上 35 戸以下 10.5 ㎡以上 2（集合住宅を除く。） 

36 戸以上 40 戸以下 12 ㎡以上 2（集合住宅を除く。） 

41 戸以上 市長と協議の上定める。 市長と協議の上定める。 

図表 48 清掃施設の整備件数（令和 2 年改正まで） 

面積 

戸数 

3 ㎡
未満 

3 ㎡
以上 

4.5
㎡以
上 

6 ㎡
以上 

7.5
㎡以
上 

9 ㎡
以上 

10.5
㎡以上 

12 ㎡ 
以上 

計 

1 戸以上 

4 戸以下 
1 件 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 6 件 

5 戸以上 10

戸以下 
0 件 14 件 4 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 19 件 

11 戸以上

15 戸以下 
0 件 0 件 3 件 0 件 1 件 0 件 0 件 0 件 4 件 

16 戸以上

20 戸以下 
0 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 

21 戸以上

25 戸以下 
0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

26 戸以上

30 戸以下 
0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

31 戸以上

35 戸以下 
0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

計 1 件 20 件 7 件 1 件 1 件 0 件 0 件 0 件 30 件 

 

 



 

八潮市まちづくり白書｜55 

令和元年度改正（令和２年度施行） 

計画戸数 有効面積 設置数 

1 戸以上 

30 戸以下 

１戸当たり０．３平方メ

ートルを乗じて得た面積

以上とする。ただし、そ

の面積が１平方メートル

未満の場合は、１箇所当

たり１平方メートル以上

とすること。 

１以上 

31 戸以上 

40 戸以下 
２以上（集合住宅を除く。） 

41 戸以上 市長と協議の上定める。 市長と協議の上定める。 

 

戸数 件数 

1 戸以上 30 戸以下 52 件 

31 戸以上 40 戸以下 0 件 

41 戸以上 1 件 

 

 

 

（10）集会施設 

①100 戸以上の住宅を目的とする開発事業においては、１戸当たりおおむね 0.5 ㎡

以上の集会施設を設置しなければならない。 

②また、開発区域内に 1 室又は棟で確保するものとする。 

 

   図表 49 集会施設の整備を行った件数及び内容 

年度 敷地面積 用途 戸数 集会施設の面積 

令和４年度 22,037 ㎡ 宅地分譲 136 戸 101.85 ㎡ 

 

 

 

（11）防災倉庫 

①100 戸以上の住宅を目的とする開発事業においては、防災倉庫を設置しなければ

ならない。 

面積：6 ㎡＋［0.015 ㎡×（戸数－100）］以上 

天井の高さ：原則 2.1ｍ以上 

 

図表 50 防災倉庫の整備を行った件数及び内容 

年度 敷地面積 用途 戸数 防災倉庫の面積 

令和４年度 22,037 ㎡ 宅地分譲 136 戸 7.45 ㎡ 

 

 

 

開発区域内で清掃施設の整備を行った開発事業は、83 件でした。 

開発区域内で集会施設の整備を行った開発事業は、１件でした。 

開発区域内で防災倉庫の整備を行った開発事業は、１件でした。 



 

八潮市まちづくり白書｜56 

 

（12）教育施設等 

①開発事業に伴う児童生徒の増加により既設の教育施設等に影響を与えるおそれが

あると市が認める場合は、当該児童生徒の受入れについて市教育委員会との協議

に応じる。 

②500 戸以上の住宅を建築する目的である開発事業にあっては、市と協議の上、保

育所を設けるための用地を市に寄附する。 

 

 

  

開発区域内で教育施設等の整備を行った開発事業はありません。 
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（13）景観形成基準 

①良好な都市景観の形成を図るため、景観計画に規定される景観形成基準に配慮し

なければならない。 

②建築物及び工作物の外観に使用できる色彩は、景観計画に規定する色彩基準に適

合したものでなければならない。 

 

図表 51 景観形成基準へ配慮した件数（総数=450 件） 

年度 件数 

平成 30 年度 6 件 

令和元年度 70 件 

令和 2 年度 75 件 

令和 3 年度 81 件 

令和 4 年度 82 件 

計 314 件 

 

 

  

景観形成基準に配慮した開発事業は 314 件でした。 
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（14）交通安全施設及び駐車場施設 

 

 施設 基準 

一戸建て住宅の建築を

目的とした開発事業 

自動車駐車場 1 戸に 1 台以上 

自転車駐車場 1 戸に 1 台以上 

共同住宅、長屋の建築

を目的とした開発事業 

自動車駐車場 

開発区域内に計画戸数の 3/10 以上を確保し、不足分に

ついては、開発区域外に確保しなければならない。 

計画戸数が 20 戸を超える共同住宅の場合は、外来者用の

駐車場を 2 台以上確保しなければならない。 

商業地域内にあっては、開発区域内の確保数を 1/2 に緩

和することができる。 

自転車駐車場 1 戸に 1 台以上確保しなければならない。 

店舗、事務所、倉庫、工

場等の建築を目的とし

た開発事業 

百貨店、スーパー、小売

店等の商業施設 

店舗面積 20 ㎡につき 1 台以上その他規則で定める運営

上必要な台数を加える。 

飲食店、レストラン、料

亭、喫茶店等の飲食施

設 

客席の 1/3 に相当する台数その他規則で定める運営上必

要な台数を加える。 

劇場、映画館、ボーリン

グ場等の娯楽施設 

客席の 1/3 に相当する台数その他規則で定める運営上必

要な台数を加える。 

パチンコ、麻雀クラブ

等の娯楽施設 

パチンコ・スロットル等の台数の数の 1/3 に相当する台

数、麻雀クラブ等台数が適当でない場合は各施設利用の

最大人数の 1/3 に相当する台数その他規則で定める運営

上必要な台数を加える。 

スポーツ及び健康の増

進を目的とする施設 

更衣室ロッカー3 個につき 1 台以上その他規則で定める

運営上必要な台数を加える。 

銀行、信用金庫等の業

務施設 

店舗面積 20 ㎡につき 1 台以上その他規則で定める運営

上必要な台数を加える。 

旅館、ホテル、合宿所等

の宿泊施設 

3 室につき 1 台以上その他規則で定める運営上必要な台

数を加える。 

工場、作業場、倉庫等の

事業施設 

延べ面積 500 ㎡につき 1 台以上その他規則で定める運営

上必要な台数を加える。 

事務所等の事業施設 
延べ面積 100 ㎡につき 1 台以上その他規則で定める運営

上必要な台数を加える。 

病院、診療所等の医療

施設 

ベッド数 3 床につき 1 台以上その他規則で定める運営上

必要な台数を加える。 

 

 

 

 



 

八潮市まちづくり白書｜59 

図表 52 駐車場・駐輪場設置台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場の設置台数は 3,887 台、駐輪場の設置台数は 3,726 台でした。 

 

（15）ワンルーム建築物 

①ワンルーム建築物の建築に際しては、管理等に関する事項その他規則で定める基

準を遵守するものとする。 

 

ワンルーム建築物の件数はありません。 

 

  

年度 駐車場設置台数 駐輪場設置台数 

平成 30 年度 826 台 912 台 

令和元年度 835 台 929 台 

令和 2 年度 571 台 469 台 

令和 3 年度 870 台 829 台 

令和 4 年度 785 台 587 台 

計 3,887 台 3,726 台 
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（16）建築行為を伴わない土地利用 

①道路境界線に沿って緑化すること。 

②開発区域内に当該開発区域の面積の 10％以上の緑地を設けること。 

 

    図表 53 建築行為を伴わない土地利用で緑化を行った件数及び内容（総数=30 件） 

年度 駐車場 資材置場 廃棄物保管場 計 緑化面積 

平成 30 年度 4 件 1 件 0 件 5 件 2,321.99 ㎡ 

令和元年度 3 件 0 件 0 件 3 件 437.00 ㎡ 

令和 2 年度 4 件 1 件 0 件 5 件 612.54 ㎡ 

令和 3 年度 8 件 1 件 1 件 10 件 1,173.75 ㎡ 

令和 4 年度 3 件 4 件 0 件 7 件 717.04 ㎡ 

計 22 件 7 件 1 件 30 件 5,262.92 ㎡ 

 

建築行為を伴わない土地利用で緑化を行った件数は、30 件（駐車場 22 件、資材

置場 7 件、廃棄物保管場 1 件）であり、緑化された面積は 5,262.92 ㎡でした。 

 

（17）墓地 

①開発区域内に面積の 20％以上の緑地を設けること。 

②開発区域の周辺に住宅が立地する場合は、隣地境界線（住宅が立地する部分に限

る。）に沿って幅員 2ｍ以上の緩衝緑地を設けること。 

③開発区域内に墓所数の 5％以上の駐車台数の自動車駐車場を確保すること。 

④新たな墓地の設置（既存墓地の拡張を除く。）を目的とする開発事業について

は、墓地から主要な道路に至る道路の幅員は、6ｍ以上であること。 

⑤市が別に定める指針に適合するよう配慮されたものであること。 

 

 

  

墓地の整備を行った開発事業はありません。 
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（市街化調整区域内の土地利用の基準） 

○ 市街化調整区域であって、市が農地の適正な保全又は良好な自然環境若しくは自然 

景観の維持創出を図る観点から特に指定した地域（以下「田園自然環境保全地域」と 

いう。）内の開発事業は、市が別に定める土地利用の基準に適合するものでなければ 

ならない。 

 

田園自然環境保全区域の指定はありません。 

 

（住環境に影響を与える施設の立地抑制） 

○ 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域における 

住環境の保全並びに産業環境との共生を図るため、次に掲げる建築物の立地を適正に

抑制し、又は誘導するため、特別用途地区の指定を行う。 

  なお、特別用途地区の指定が行われるまでの間、開発事業者は、次に掲げる建築物 

に該当する開発事業を行わないよう努めなければならない。 

①パチンコ店 

②ゲームセンター 

③ラブホテル 

④葬祭場 

⑤墓地 

 

特別用途地区の指定の実績はありません。 

 

第８節 開発事業に係る紛争調整 

○ 開発事業に伴って当事者の間で生じる紛争の調整を行うため、「開発事業紛争調整

委員会」の設置と、紛争調整の手続（紛争調整の申出、紛争の調整、調整の終結等）

について定めている。 

 

 

  

開発事業に係る紛争調整の実績はありません。 
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（まちづくりの支援） 

○ 条例第 107 条に基づき、次に掲げるまちづくりの計画及び活動について、専門家の

派遣その他のまちづくりに関する支援を行っている。 

 

○ 専門家の派遣 

①第 9 条各号に規定するまちづくりの計画及び活動 

②第 36 条に規定する都市計画の提案を目的としたまちづくりの計画及び活動 

③建築協定によるまちづくりの計画及び活動 

④景観計画の変更の提案を目的としたまちづくりの計画及び活動 

⑤前章で規定する秩序あるまちづくりのうち、開発事業に関して近隣住民又は周辺住 

民が助言を得ることを目的とした活動 

 

派遣の回数及び期間 

区分 回数 期間 

まちづくりの計画に関する場合 5 回/年 3 年度 

まちづくりの活動に関する場合 3 回/年 2 年度 

  

まちづくり専門家の派遣に要する費用は、協議会等の負担となるが、予算の範囲内

において補助金の交付を受けることができる。補助金の額は費用に相当する額とし、

派遣を 1 回することにつき、2 万円を限度とする。 

 

専門家派遣の支援実績はありません。 

 

  

第 8 章 まちづくりの支援等（第 107条・第 108条） 
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○ 活動費の助成その他必要な支援 

①駅協議会が行うまちづくり活動 

②産業・住環境協議会が行うまちづくり活動 

③地域まちづくり活動団体が行うまちづくり活動 

④ご近所まちづくり協定の認定を受けた者が行うまちづくり活動 

⑤施設管理型まちづくり協定を締結した者が行うまちづくり活動 

⑥テーマ型まちづくり活動団体が行うまちづくり活動 

⑦第 46 条に規定する設計競技方式の実施 

 

 活動費の助成内容 

団体等の種別 区分 助成限度額 

地域まちづくり活動団

体の登録があったもの 

地域まちづくり計画作成に 

係る費用 

500,000 円 

地域まちづくり諸活動費 50,000 円 

ご近所まちづくり協定

の認定を受けたもの 

ご近所まちづくり協定に係る

諸活動費 

花、苗木等の植栽 

4 シーズン×2,500 円 

門、塀等の改造 

100,000 円 

（改造費に要した費用の 2 分の１） 

テーマ型まちづくり活

動団体の登録があった

もの 

テーマ型まちづくり計画作成

に係る費用 

1 事業につき 

500,000 円 

テーマ型まちづくり諸活動費 

1 年目 

50,000 円 

2 年目以降 

100,000 円 

施設管理型まちづくり

協定を締結した者が行

うもの 

公園等維持管理に係る諸費用 公園等の面積に応じる 
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図表 55 まちづくり活動に対する支援実績 

年度 

活動内容 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

地域まちづくり活動

団体が行うまちづく

り活動 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

施設管理型まちづく

り協定を締結した者

が行うまちづくり活

動 

団体数：21 件 

公園等数：34 件 

団体数：22 件 

公園等数：37 件 

団体数：22 件 

公園等数：37 件 

団体数：22 件 

公園等数：39 件 

団体数：25 件 

公園等数：41 件 

テーマ型まちづくり

活動団体が行うまち

づくり活動 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

 

  

駅協議会が行うまちづくり活動、産業・住環境協議会が行うまちづくり活動、ご近所まち

づくり協定の認定を受けた者が行うまちづくり活動、第 46 条に規定する設計競技方式の

実施に対する支援実績はありません。 
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○ 環境と緑のまちづくりの推進を図るための助成及びその他必要な支援 

①緑と花いっぱい運動に関すること 

②緑化の推進に関すること 

③ガーデンコミュニティ制度に関すること 

④保存樹木等の維持管理に関すること 

⑤その他環境と緑のまちづくりの推進を図るため、市長が特に必要と認めるもの 

 

図表 56 環境と緑のまちづくり推進への支援実績 

年度 

活動内容 

平 成 

30 年度 

令 和 

元 年 度 

令 和 

2 年 度 

令 和 

3 年 度 

令 和 

4 年 度 
計 

緑と花いっ

ぱい運動 
10 件 12 件 9 件 13 件 11 件 55 件 

ガーデンコ

ミュニティ

制度 

1 件 2 件 2 件 1 件 1 件 7 件 

保存樹木等

の維持管理 
39 件 37 件 37 件 37 件 37 件 187 件 

 

※ 保存樹木等の維持管理に関する支援については保存樹林への支援実績のため、支

払いをしている地権者の数を示している。 

 

 

○ 市街地開発事業等を行おうとする者に対する、専門家の派遣その他技術的支援、及

びその活動に要する費用の一部を助成 

  

緑化の推進に関すること、その他環境と緑のまちづくりの推進を図るため、市長が特

に必要と認めるものに対する支援実績はありません。 

市街地開発事業を行おうとする者に対する専門家の派遣その他技術的支援及びその活

動に要する費用の一部についての助成実績はありません。 
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（まちづくり支援機関の設置） 

○ 条例第 108 条に基づき、市民等及びまちづくり協議会（駅協議会、産業・住環境協

議会及び推進地区まちづくり協議会をいう。）が行うまちづくりを支援するための機

関を設置するものとする。 

 

  

まちづくり協議会が行うまちづくりを支援するための機関については、実績はあり

ません。 



 

八潮市まちづくり白書｜67 

第１節 決定された計画の進行管理 

○ 条例第 109 条に基づき、市のまちづくりに関する施策その他の市のまちづくりの状

況についてまちづくり白書を定期的に作成し、これを公表しなければならない。 

また、この条例は、施行後おおむね３年から５年ごとに、まちづくりに関する状況

の変化への的確な対応及び基本理念に則したまちづくりに関する施策の効果的な推進

を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

 

  

第 9 章 適正な執行（第 109条～第 120条） 
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第２節 補則 

（適用除外） 

○ 次に掲げる開発事業については、第 7 章第３節から第８節までの規定は、適用しな

い。 

①法に基づく都市計画事業 

②国、地方公共団体その他規則で定めるこれらに準ずる法人が行う開発事業で、計画 

的な土地利用が行われると市長が認めるもの 

③専ら自己の居住の用に供することが明らかな住宅の建築を目的とする開発事業。た 

だし、住宅の建築を目的として土地の区割りを行う分譲住宅及び共同住宅の建築を 

目的とする開発事業を除く 

④第 78 条第１項の規定による協定が締結された開発区域において予定されている建 

築物の建築であって、当該協定の内容に従って行われるもの 

⑤建築基準法第 85 条第 6 項の規定による仮設興業場等の建築 

⑥災害のために必要な応急措置として行われる開発事業 

⑦通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるもの 

 

    図表 57 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるものの適用除外件数 

年度 
一時的な利用

（駐車場） 

一時的な利用

（資材置場） 

完了検査済の土地に 

おける建築行為 
計 

平成 30 年度 5 件 3 件 4 件 12 件 

令和元年度 11 件 3 件 1 件 15 件 

令和 2 年度 5 件 2 件 2 件 9 件 

令和 3 年度 6 件 3 件 2 件 11 件 

令和 4 年度 2 件 3 件 0 件 5 件 

計 29 件 14 件 9 件 52 件 

 

 

（地位の承継） 

○ 開発事業者について、相続等の一般承継があったときは、被承継人が行った行為は、

相続人その他の一般承継人（以下「相続人等」という。）が行った行為と、被承継人に

ついて行われた行為は相続人等について行われた行為と、それぞれみなす。 

 

 

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるものに該当する適用除外は

52 件でした。自動車駐車場または資材置場の設置を一時的（2 年以内に別の用途とし

て利用する計画があるもの）に行うため申請する事例が多いです。 

また、八潮市宅地開発指導要綱又は条例により完了検査を受けた土地における建築行

為についても、適用除外の申請が行われています。 

地位の承継が行われた開発事業は 13 件でした。 
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（報告） 

○ この条例の施行に必要な限度において、まちづくり協議会、開発事業者並びに開発事

業に係る設計者及び工事施工者に対し、必要な報告を求めることができる。 

 

（立入検査等） 

○ この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発区域内に立ち入らせ、工事そ

の他の行為の状況を検査させることができる。 

 

（工事の停止、中止等の勧告） 

○ 開発事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、開発事業者に対し、工事の停

止、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

①第 66 条第 1 項に規定する開発基本計画の届出又は第 68 条第 1 項に規定する事前協

議書の提出をせずに工事に着手したとき。 

②開発基準適合確認通知書又は開発基準適合再確認通知書の内容と異なる工事に着手

したとき。 

③第 78 条第 1 項に規定する協定の内容と異なる工事に着手したとき。 

④第 80 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して工事に着手したとき。 

⑤第 80 条第 2 項の規定に違反して工事に着手したとき。 

 

（是正命令） 

○ 規定による勧告を受けた開発事業者が勧告に従わないときは、開発事業者に対し

て、工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するために

必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

 

（公表） 

○ 次の各号のいずれかに該当する開発事業者の氏名又は名称、住所及び違反の事実そ

の他必要な事項を広報その他市長が適当と認める方法により、公表することができ

る。 

公表についての実績はありません。 

 

 

 

 

 

報告が行われた開発事業は 1 件でした。 

立入検査等が行われた開発事業はありません。 

工事の停止、中止等の勧告が行われた開発事業はありません。 

是正命令が行われた開発事業はありません。 
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第３節 罰則 

（罰則） 

○ 第 116 条第 1 項の規定による市長の命令に違反した者は、6 月以下の懲役又は 50

万円以下の罰金に処する。 

 

 

 

罰則についての実績はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八潮市まちづくり白書 

 

２０２５（令和７）年３月 

 

発 行：八潮市 

住 所：八潮市中央一丁目２番地１ 

電 話：０４８－９９６－２１１１（代表） 

編 集：都市整備部 開発建築課 

 

 


